
海外ＭＯＸ燃料調達に関する

品質保証活動の改善状況について

平成１６年２月１０日

関西電力株式会社



原子力発電所で使われる燃料のリサイクル（プルサーマル）

再処理工場

原子力発電所 加工工場

リサイクル燃料備蓄センタ－

（中間貯蔵施設）

プルトニウム（再利用）
使用済燃料

・現在最も確実なプルトニウムの利用方法
・現在の原子力発電所もプルトニウムで発電
・再利用により、資源を有効利用
・リサイクルにより、高レベル廃棄物の発生量は約１／２以下に低減
・海外で再処理されたプルトニウムをＭＯＸ燃料に加工し、利用する
ことは核不拡散の観点からも必要

プルサーマルの意義と必要性
１



ＢＮＦＬ製ＭＯＸ燃料に係るプルサーマル計画の経緯

H10.2.23

H10.5.11～ H10.12.16

H11.6.17

H11.10 ～H14.7

安全協定に基づき
地元へ事前了解願い

国の安全審査

地元の事前了解

高浜発電所搬入／保管

ＢＮＦＬ
問題発生
(H11.9)

当該燃料の
使用を中止

(H11.12)

県民への説明会
当 社

三菱重工業（株）

ＢＮＦＬ社

元請：ＭＯＸ燃料の設計、部材の加工

下請：ＭＯＸ燃料の加工

高浜３，４号機ＭＯＸ燃料成型加工の契約形態

H11.7～H11.10

英国BNFLから
輸送（８体）

H14.7 ～H14.9

BNFLへ返送

２



３ＭＯＸ燃料計画に係る品質保証の改善経緯

原子力発電に関する品質保証規格に対する対応

JEAG 4101-1993

JEAC 4111-2003（H15.9.30）

実用炉規則一部改正の省令施行
（H15.10.1）

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
調
達
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
さ
ら
な
る
改
善品質保証専門家の指導*による調

達業務の仕組みの充実（＊:H13.4
～6）

（１）社内標準へのJEAC4111-2003の取り込み
（H15.6～）

（２）ロイド社の審査*；助言に基づき品質保証の
仕組み充実 （*:H15.7）

（改
善
報
告
書
提
出
）

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
調
達
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築

（H15.10.23）

問題発覚
(H11.9.14)

「ＢＮＦＬ製ＭＯＸ燃料問題調査検討委
員会」で再発防止対策を検討し、報告
書を提出（H12.6.14）

「ＢＮＦＬ社製ＭＯＸ
燃料データ問題検
討委員会」で再発
防止対策
（H12.6.22）を取りま
とめ

・電気事業法
施行 規則
改正

・通商産業省
通達

（H12.7.14）

当社の対応

国の対応

再発防止対策

①燃料調達業務
の仕組みづくり

②組織・体制の
整備

原子力安全・保安院の書類
審査における指摘・指導

原
子
力
安
全
・保
安
院
の
立
入
検
査

原
子
力
安
全
・保
安
院

に
よ
る
立
入
検
査
結
果

の
原
子
力
安
全
委
員
会

へ
の
報
告

（H16.2.5）

（H16.1.14～16）

・原子力安全規制法制検討小委
員会で東電自主点検問題の再発
防止策を取りまとめ
（Ｈ１４．１０．３１）

・検査の在り方検討会で品質保証
の原子力安全規制への導入の在
り方を取りまとめ（Ｈ１５．５．２）

（当
社
）

（電
気
協
会
）

（国
）



ＢＮＦＬ製ＭＯＸ燃料問題の概要（１／２）

ＭＯＸ燃料の加工工程

手動で
コンピュータ

に入力×８体×約３２０個 ×２６４本

４



ＢＮＦＬ製ＭＯＸ燃料問題の概要（２／２）

ペレット外径データの不正
①全数自動測定後に手動でペレット外径

抜き取り検査を実施していたため
・無駄な検査をやらされているとの誤った

認識があった
・長時間の単調な作業であった

②パソコン上でデータ修正が可能であった
等による

ペレット外径抜き取り検査状況

燃料棒への異物混入

ペレット外径データ不正のＢＮＦＬ社内
調査を撹乱するため、作業員が故意に
２本の燃料棒にネジなどの異物を混入

非破壊検査で判明し不合格
とした

５



ＢＮＦＬ問題の原因
海外燃料メーカーの原因

当社の原因

•海外燃料メーカーの品質管理状態について、書類確認が中心で現場確認が 不十分だった

•異常が発生した場合の連絡のしくみがなかった

•手作業による長時間にわたる単調な検査を行うなど作業環境が悪かった

•容易に異物が混入できる作業環境だった

・設備が自動化されていないなど、データのねつ造が容易な作業環境だった

•工場の管理者・作業員共に品質保証や品質管理の意識が薄かった

•品質保証上の要求事項が不明確で体系化されていなかった

•加工前に、ＢＮＦＬ作業実態確認のためのシステム監査が実施されていなかった

•加工中に、加工作業の実施状況を確認していなかった

•異常事象等発生時の情報、特に当社にとって不都合な情報であっても規制当局に報告す
るという意識が欠如していた

•品質管理の専門的な視点および独立した者によるチェックが不足していた

６



契約時の品質要求事項の明確化

ＭＯＸ燃料
調達業務の
仕組みづくり

加工前のシステム監査

不適合管理の充実（異常事象等発生時の連絡体制の整備）

教育の充実および検査員・監査員の資格制度の導入

セルフチェックおよび内部監査の実施

品質保証計画の充実

組織・体制の強化

品質保証
活動を

組織・運営し、
評価する

仕組みづくり

８

ＭＯＸ燃料調達に係る品質保証の確立に向けた取り組み内容

加工期間を通じた社員の派遣および工程監査・検査・巡視

第三者機関の活用

品質記録の充実

15

10

11

12

９

：BNFL問題の対応 ：BNFL問題及び品質保証規格の対応 ：品質保証規格の対応

７

13 ～



契約時の品質要求事項の明確化

当 社

元請会社

下請会社
（海外ＭＯＸ燃料メーカー）

監査等により要求事項
の実施状況を確認

［元請会社に関する要求事項］

〇下請会社を組織的に指導・監督で
きる品質保証体制の整備

〇加工期間を通じ、品質管理の専門
家を派遣し、現場確認等を実施

など

［下請会社（海外ＭＯＸ燃料メーカー）
に関する要求事項］

〇設備の自動化等による不正防止

〇品質管理データのセキュリティの
厳格な確保

〇異常事象等発生時の連絡体制の
整備

○規制当局による調査の受入れ

など

〇加工前にシステム監査を
実施

〇加工期間を通じ、社員を
派遣し、工程監査、検査、
巡視を実施

元請会社に対する要求事項

要

求

展

開

８



加
工
工
場
に
社
員
を
派
遣

システム監査

工程監査

巡 視

検 査

ＭＯＸ燃料調達における品質保証活動状況の確認

加
工
前

加
工
期
間
中

元請会社、下請会社（海外ＭＯＸ燃料メーカー）に対して
当社が承認した品質保証計画通り活動されていること
を確認
特に、設備の自動化、品質管理データのセキュリティ
確保など

内 容項 目

加工の工程（燃料材、燃料要素、燃料集合体）ごとに
品質保証活動が行われていることを確認

加工の工程ごとに検査

加工状況および品質保証活動を確認

信頼性および
審査能力を
高めるため、
当社が行う
監査、検査に
立会う

海外の
第三者機関
による確認

９



組織・体制の強化

監査

審議報告

品質・安全委員会
（平成１２年４月設置）

品質・安全監査室
（平成１２年６月機能強化）

原子力監査グループ

原子燃料部門

原燃品質・安全グループ
（平成１２年３月設置、現在７名在籍）

審議

報告
品質保証連絡会議
（平成１４年７月設置）

内部監査
書類審査

セルフチェック

実務担当グループ

•副社長を委員長とし、品質・安全に関する
経営的諸問題を幅広く共有・審議
•社外の見識・情報の反映（社外委員３名＊）

•副事業本部長以下による
内部コミュニケーションの充実

強化部分

•管理者による業務プロセスの評価

•部門から独立した立場で、品質保証・品質
管理活動の 実施状況をチェック

•原子燃料部門の品質保証活動の推進
•監査・審査機能の強化

社長によるマネジメント
平成１５年１０月１日の省令施行に
基づき、同年１０月８日策定

・品質方針の設定、
原子力安全の重要性の周知

(１１月５，６日に社長自ら各発電所で周知）
・管理責任者の任命
・マネジメントレビューの実施

原子力事業本部

指示

報告

指示報告

原子力事業本部長による管理（平成１５年６月策定）

（＊：大学教授、弁護士、研究所所長）

１０



ＭＯＸ燃料加工工場

下請会社異常事象等
の発生

当社社員
（加工期間中）

元請会社

当社本店（原子力事業本部）

規制当局および関係箇所

元請会社の
社員

①社会的に影響を与える恐れのある事象
②異常事象

・通常では考えられない不適合品の発見
・サボタージュ（品質記録の改ざん、異物混入、製品の破壊等） 等

③製品の納期に重大な影響を与える事象

不適合管理の充実（異常事象等発生時の連絡体制の整備）

１．異常事象等の定義の明確化

２．連絡体制の整備

１１



教育の充実および資格制度の導入

原子燃料に関する専門技術

一般知識
ａ．技術者倫理

品質管理に関する専門技術
ａ．監査技法

ｂ．品質保証基準（ＪＥＡＣ、ＩＳＯ）

ｃ．統計的手法

ｄ．原子燃料の検査技法

ｅ．異常事象対応

教育の充実 資格制度の導入

従
来

新

設

監査員および検査員として
承認された者を派遣

①一般知識

②専門知識

③技能

監査員 検査員

必要な項目

・監査技法 ・検査技法

・技術者倫理 など

・品質保証基準
・異常事象対応

・ＯＪＴ経験

１２



「原子力安全行動指針」と「原子力事業の運営に係る品質方針」

原子力安全行動指針

１．私たちは、安全の確保を第一
に、原子力事業を行います。

２．私たちは、日々改善を重ね、
原子力事業の品質レベルを高
めます。

３．私たちは、原子力事業の透明
性を向上させるとともに、常に社
会の声に耳を傾けていきます。

平成１３年１０月２６日
原子力事業本部長

原子力事業の運営に係る品質方針

☆安 全 の 確 保
☆品 質 の 向 上
☆透 明 性 の 向 上

以上の事項を実践するために、以下の活動を行
います。
・安全の確保を第一に、原子力事業を行います。
・原子力事業の品質レベルを高め、日々改善を

重ねます。
・原子力事業の透明性を向上させるとともに、

常に社会の声に耳を傾けていきます。
・法令･規制の要求事項等のルールを遵守します。
・保守管理の品質を高めていきます。
・品質方針に沿った品質目標の設定および

レビューを実施します。
・品質方針を組織の第一線まで周知･徹底します。
・品質方針が引き続き適切であることをレビュー

します。

平成１５年１０月８日
社長

１３



１４
ＭＯＸ燃料調達に係る社内標準体系

原子力発電の安全に
係る品質保証規程

原子燃料部門文書管理要綱

原子燃料部門
品質目標の設定・運用要綱

原子燃料部門
品質保証通達

原子燃料部門
要員育成要綱準則

原子燃料部門
品質保証連絡会議他運営要綱

原子燃料業務要綱

原子燃料部門要員育成要綱

原子燃料契約業務要綱

原燃品質・安全業務要綱

原子力発電所原子燃料
濃縮・成型加工工事管理要綱

原子力発電所
ＭＯＸ燃料輸送要綱

原子燃料サイクル
異常事象等対応要綱

原子燃料輸送中事故
その他異常事象取扱要綱

原子燃料部門不適合管理、
是正処置および予防処置要綱

原燃品質・安全業務
要綱準則

ＭＯＸ燃料成型加工
標準仕様書

原子燃料輸送中事故
その他異常事象
取扱要綱準則

輸入燃料体検査申請書他
作成マニュアル

監査マニュアル

燃料成型加工標準仕様書
変更管理マニュアル

原子燃料設計評価マニュアル

原子燃料の成型加工に係る
燃料図面管理マニュアル

原子燃料の成型加工に係る
提出図書審査マニュアル

原子燃料の成型加工に係る
数量管理マニュアル

原子燃料の成型加工に係る
資格審査マニュアル

ＭＯＸ燃料輸送容器に係る
設計承認申請書作成マニュアル

ＭＯＸ燃料輸送容器に係る
容器承認申請書作成マニュアル

ＭＯＸ燃料輸送容器に係る
定期自主検査管理マニュアル

制定

改正

ＭＯＸ問題以降

取引先による法令等
違反に対する取引に
関する措置要綱指針

：２６件

： ４件

（注）平成１６年１月現在



当　　社フ
ェ
｜
ズ

業務内容 原子力事業本部
副事業本部長

(原子燃料担当)
原燃品質・安全グループ 燃料技術グループ その他のグループ 元請会社 MOX燃料成型加工会社

１
実
施
計
画

(1)
実施計画の
策定

(2)
調達先の資
格審査

・要求事項抽出

【発電Gr.】
発電計画策定

・仮引渡時期、輸送時期
・数量
・調達予定先(元請会社、MOX
燃料成型加工会社)

MOX実施計画(案)作成

・MOX実施計画書

承認

・MOX実施計画書(案)

MOX実施計画の通知
・MOX実
　施計画書受領

【原燃輸送Gr.】

　輸送時期等検討

Ⅰ 計画および契約

【発電Gr.、保安管理Gr.、

　　　原燃輸送Gr.】

受領

・発電計画

・ 品質保証、品質管理
・ ｷｬｽｸﾃﾞｰﾀ問題再発防
止対策

・ BNFL製MOX燃料
　問題再発防止対策

是正要求：有
審査

修正

良　　・審査票

元請会社に対する MOX燃料
成型加工会社の資格審査の計
画(案)作成・資格審査計画書(案)

元請会社に対するMOX 燃料
成型加工会社の資格審査計画
の策定後、通知

MOX 燃料成型加工会社の資
格審査の実施

元請会社による資格審査の受入

資格審査の結果提出

元請会社自身による是正措置
実施、または MOX 燃料成型
加工会社への是正要求および
対応状況確認後、再提出

良　　・審査票

是正措置検討・実施

審査結果受領

・元請会社の管理能力
・MOX 燃料成型加工会
社の製造能力

審査

資格審査結果の承認、通知 承認通知の受領 資格審査合格の受領

良

・ 審査票
・ 是正措置要求書

・ 品質保証、品質管理
・ ｷｬｽｸﾃﾞ ﾀー問題再発防
止対策

・ BNFL製MOX燃料
　問題再発防止対策

審査
是正要求：有

・ 審査票
・ 是正措置要求書 是正要求：有

・資格審査結果

・資格審査結果

・資格審査結果承認通知受領
・資格審査結果承認通知

・資格審査計画書

報告の受領

受領
・資格審査計画書

・MOX実施計画書

注：審査結果は所
管箇所である燃料
技術ｸﾞﾙｰﾌﾟを通じ
て元請会社に通知
される。

ＭＯＸ燃料調達に係わる業務フロー（抜粋）

(1/13)

組織間のインターフェース
を標準類に規定

(1)
フェーズ移行時の意思決定者
を標準類に規定

(2)

必要な措置の完了を確認する
ことを標準類に規定

(3)

審査内容を明確にし、チェ
ックシート等に文書化

(4)

１５

注） （１）～（４）は品質保証の専門家から指導を受けた箇所



①

１０月２３日以降の原子力安全・保安院の指摘・指導とその対応について（１／２）

主な指摘・指導 当社の対応

②

１６

品質保証を規定した最上位文書で
ある｢原子力発電の安全に係る品
質保証規程」では、社長が直接実
施すべき項目だけ規定したもので
あり、適切な品質保証活動を実施
するに不十分である。

品質保証活動を具現化する要領
書、手順書の一部および監査部
門の活動内容を定めた監査要領
にJEAC 4111-2003への不整合
が見られる。

社長が管理責任者に指示して実施さ
せる事項（「品質保証通達」で規定）を
含め、｢品質保証規程」を改正した。

JEAC 4111-2003に基づく「原子燃料
部門品質保証通達」の体系に即し、
要領書等を改正するとともに監査部
門の監査要領を改正した。



１０月２３日以降の原子力安全・保安院の指摘・指導とその対応について（２／２）

海外ＭＯＸ燃料調達プロセスの個々の
プロセスに関する社内規定類は整備さ
れているが数種類に分散し、体系的に
まとめられておらず、全体としての妥当
性の確認や検証が不十分である。

力量管理および教育訓練に関する必
要事項を｢原子燃料部門品質保証通
達｣に定めた。

当社の対応

｢原子燃料部門品質保証通達」を
定め、調達プロセスに関する規定
類を一貫した体系として明確にし
た上で、調達に関する一連の妥当
性確認を行い、各種業務要綱を改
正した。

マネジャ－以上の者が有すべき力量
の設定がなされておらず、ISO審査員
研修などの教育訓練が十分になされ
ていない。

③

④

１７

主な指摘・指導



１８

● 関西電力が海外ＭＯＸ燃料の輸入燃料体
調達業務を適切に行うために必要な品質
保証体制を構築しているものと認められる。

● しかしながら、実効ある「品質保証」を実現
していくために、改善すべき点も見受けられ
たこと、運用実績が少ないことを踏まえれば
継続的な取り組みを進めていくことが求めら
れる。

●今後も保安検査や、燃料調達に関する許認
可申請を受けて行う審査の各段階で確認し
ていく方針である。

原子力安全・保安院の評価結果と当社の今後の対応について

原子力安全・保安院の評価結果

当社の今後の対応

原子力安全・保安院の
指摘も踏まえ、今後も
継続的な改善に取り組
み、海外ＭＯＸ燃料の
調達に万全を期する所
存である。



当社の品質保証活動の国による確認

調達プロセス

計画

契約

ＭＯＸ燃料
加工

輸送

発電所受入

当社の品質保証活動

ＭＯＸ燃料成型加工標準仕様書の策定
（品質保証に係る要求事項の明確化）

品質保証計画の審査・承認
品質保証計画が要求事項を

満たしていることの確認

システム監査の実施
承認された品質保証計画通りの仕組み
および活動の確認

加工期間を通じて社員を派遣し、
工程監査、検査および巡視の実施
（加工状況および品質保証活動の確認）

発電所受取検査の実施

輸入燃料体検査の官庁受検

輸入燃料体検査申請書の審査
品質保証計画（システム監査の実施結果を
含む）および検査要領など

輸入燃料体検査補正申請書の審査
（工程監査、検査および巡視の実施結果）

輸入燃料体検査の実施

申請

補正申請

：国による確認

「改善報告書」に対する書類審査・立入検査
（ＭＯＸ燃料調達の仕組みの検査）

ＭＯＸ燃料調達に関する改善状況報告書
提出

１９



２０
プルサーマルに関する理解活動

（平成１５年４月～１２月）

◎地元（福井県下）

・各種団体、企業等への出前説明会 約3,７00人

・出前教室（小学校中心、一部中学校含む） 約1,800人

・自治体、議会、区長等の地元キーパーソンとの対話活動 延べ約8,200人

・原子力発電所等の見学会 約5,500人（当社が企画した当社以外の施設の見学含む）

◎全社

・出前説明会 約14,000人（約280回）

・出前教室 約28,000人（約660回）

・原子力発電所等の見学会 約66,000人（当社が企画した当社以外の施設の見学含む）



今 後 の 進 め 方

理解していただく活動（説明会、見学会、広告など）

当社の品質保証体制
改善状況を説明し、
ご確認いただく

)

藤社長から栗田知事に
「加工契約を平成１５

年度内に締結を目指す」
と表明

加工契約
平成15年度中目標

海外加工メーカー
の品質保証体制の
確認

加工

輸送

原子炉へ
装荷

国へ輸入燃料体
検査申請

国へ検査の
補正申請

国の輸入燃料体
検査

Ｈ１５．４．１６

Ｈ１５．１０．２３

報告書を提出 国の輸送物
発送前検査

２１



まとめ

○ＭＯＸ燃料調達業務については、ＢＮＦＬ不正発覚以降、「電事審委員会
報告書」、「当社調査結果報告書」、原子力安全・保安院からの指摘、指導
等に基づき多くの改善を実施してきた。

○今後とも社長をトップとして品質マネジメントシステムの確立、実施、維
持ならびに継続的改善に取り組むことにより、ＭＯＸ燃料の調達を確実な
ものにする。

○また、プルサーマルに関する理解活動についても引き続き着実に行う。

２２



原子燃料部門の品質保証活動の見直し

品質マネジメントシステムの継続的改善

国 民
（原子力安全規制）

国 民
（原子力安全規制）

経営者の責任
◎原子燃料部門品質保証通達の制定
◎マネジメントレビュー
◎品質保証連絡会議の設置
◎原燃品質・安全グループ設置
◎品質・安全委員会の設置

評価および改善
◎内部監査の実施
◎原燃品質・安全グループによる

審査、検査の実施
〇不適合管理、是正措置・予防措置の

充実（異常事象等発生時連絡を含む）
◎セルフチェックの実施
○品質・安全監査室の監査機能強化

業務の計画および実施
○ＭＯＸ燃料調達プロセスのルール充実

○契約時の品質要求事項の明確化
◎加工前のシステム監査
◎加工期間を通じた社員の派遣

（工程監査、検査、巡視）
◎第三者機関の活用

〇ウラン燃料、ガラス固化体、輸送等の
原燃部門業務についてもルール充実

資源の運用管理
〇原子燃料部門要員の教育
◎監査員、検査員の資格制度

法令・
規制要求事項

満 足

アウトプットインプット

価値を付加する活動
情報の流れ

製品
（原子力安全）

◎：ＭＯＸ燃料問題以降、新たに追加した項目
○：ＭＯＸ燃料問題以降、従来活動を充実した項目
下線：JEAC 4111-2003を考慮して改善

参考１


































































































